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■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 

  

        ビジネスブックマラソン Vol.1549 

          『小さな会社の給与計算』 

  

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 

 

■〔１〕本日の一冊 

  

■〔２〕編集後記 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

■〔１〕本日の一冊 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

『小さな会社の給与計算』平野敦士、藤井恵介・著 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827204152/businessbookm-22/ref=nosim 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

こんにちは、土井英司です。 

 

本日の一冊は、公認会計士と社労士による共著で、小さな会社の給 

与計算に特化したマニュアル書。 

 

給与は、健全経営を実現するため、また社員の満足度を高めるため 

に極めて重要なファクターですが、その設定・変更にはさまざまな 

労働法規の制約が絡んできます。 

 

本書で紹介しているのは、労働基準法をはじめとする法律知識と、 

法律に則り、かつ会社を成長に導く給与計算の知識。 

 

「労働組合のない会社は現物で給与を支払うことができない」 

「給与は月１回以上支払わなければいけない」 

 

など、意外と知らない給与支払いの５原則、従業員とトラブルにな 

らないための対応策など、知っておいて損のない情報が並んでいます。 

 

各種手続き、届け出、保険料の計算方式など、かなり具体的なとこ 
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ろまで踏み込んで書かれているので、これ一冊で給与計算に必要な 

基礎知識はほとんどマスターすることができます。 

 

各種書類のフォーマット、サンプルも掲載されているので、じつに 

有用な一冊だと思います。 

 

現在、給与制度の見直しを考えている中小企業の経営者、人事担当 

者に、ぜひおすすめしたい一冊です。 

 

------------------------------------------------------------ 

▼ 本日の赤ペンチェック ▼  

------------------------------------------------------------ 

 

給与計算は一見簡単そうに思えるかもしれませんが、労働基準法な 

どたくさんの労働法規が基礎になっているため、担当者には各種の 

法律の知識が必要とされます 

 

給与は月１回以上支払わなければいけません 

 

遅刻や欠勤、早退などで仕事をしなかった時間（労務の提供がなか 

った時間）がある場合には、その分の給与を支払う義務は会社には 

ありません。この原則のことを「ノーワーク・ノーペイの原則」と 

いいます 

 

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 

その減給は、１回の額が平均賃金の１日分の半額を超え、総額が１ 

賃金支払期における賃金の総額の 10 分の１を超えてはならない 

 

会社の業績不振や地震などの天変地異によって、従業員に自宅待機 

を命じた場合、従業員には何の責任もありません。その間、従業員 

は働いているわけではありませんが、会社は休業手当として平均賃 

金の 60％以上を支払わなければなりません 

 

とくに「服務規律」「制裁」「解雇」の条文は重要で、ここに不備 

があると、問題社員を処分することができなくなってしまいます 

 

本人の給与希望額と、入社時の役職や資格等級に対応した給与額と 

の間に差がある場合には、その差額を”調整手当”として暫定的に 

支払う 

 

入社時の労働契約締結時に、勤続年数によって定期昇給があるよう 

な給与テーブルが提示されていたり、給与の減額が懲戒処分以外に 

はないという前提の労働契約であった場合は、会社の一存で給与の 

減額はほとんどできない 

 

就業規則や給与規程に賞与の支給額が記載されている場合には、必 

ず支給しなければいけなくなります 
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労働基準法で義務付けられた法定休日は１週間に１日となっていま 

す。そのため、１週間に２日の休日を設定している場合、法定休日 

となるのはどちらか１日だけです 

 

賞与に住民税はかかりません 

 

１週間の所定労働時間が 20 時間以上で、かつ１年以上雇用する見込 

みがある場合には、雇用保険に加入しなければなりません 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

『小さな会社の給与計算』平野敦士、藤井恵介・著 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827204152/businessbookm-22/ref=nosim 

 

------------------------------------------------------------ 

  

◆目次◆ 

 

まえがき 

第１章 会社はなぜ給与でトラブルのか 

第２章 給与を支払う者が知っておくべき 30 のポイント 

第３章 給与計算を始める前にしておくこと 

第４章 給与計算の手続き（支給額・控除額・差引支給額） 

第５章 従業員の入退社やその他に関する手続き 

第６章 給与体系の整理・把握と人事評価制度の導入 

実用付録 巻末資料 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

■〔２〕編集後記 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

今日は、面会コンサルティングを２件こなした後、銀座に行ってマ 

ガジンハウスさんにお邪魔してきました。 

 

雑誌のご担当一人と、書籍のご担当二人に会ったのですが、マガジ 

ンハウスは社内の方が本当にオシャレな人ばかり。 

 

そういえば、受付の方も何だか雰囲気が違っていました。 

 

仕事がら、いろんな会社を訪れますが、同じ人間の集まりなのに、 

組織によってカラーが全然違うんですよね。 

 

面白いものです。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◆出版社および著者の皆様へ 

  

当メルマガ「ビジネスブックマラソン」では、土井が本当にいいと 

思った本、あるいは今話題にする価値があると思った本だけを取り 

上げてご紹介しています。 

  

日々の献本は歓迎ですが、取り上げられない場合もございますので、 

どうぞご了承ください。 

  

掲載する本のジャンルは、ビジネスが中心ですが、それ以外のジャ 

ンルでも、ビジネスや仕事、人生にに役立つものなら積極的に取り 

上げていきます。 

  

※書評リクエスト・献本の手続きについては以下をご参照ください 

http://eliesbook.co.jp/bbm/#02 

  

ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

▼ベストセラークラブ会員募集中！ 

 ⇒ http://eliesbook.co.jp/bestseller/ 

  

▼これから行われる出版・ビジネス関連セミナー 

 ⇒ http://eliesbook.co.jp/seminar/ 

  

▼購読・バックナンバーはこちらから 

 ⇒ http://eliesbook.co.jp/review/ 

  

▼ご意見、お問い合わせは、 

  ⇒ bbm@eliesbook.co.jp 

  

▼マガジン登録、変更、解除 

  ⇒ http://www.mag2.com/m/0000135008.htm 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

【発行責任者】有限会社エリエス・ブック・コンサルティング 

      代表取締役/出版コンサルタント 土井英司 

【会社概要】 http://eliesbook.co.jp/profile/    

         

※本メールマガジンの著作権は発行者・執筆者に帰属し、 

 無断転載することを禁止します。 

 各種コンテンツに転載する場合は事前に当社までご連絡下さい。 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◎毎日３分読書革命！土井英司のビジネスブックマラソン 

  のバックナンバー・配信停止はこちら 

⇒ http://archive.mag2.com/0000135008/index.html  

  このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます 

 

━【まぐまぐ！からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＜あなたもメルマガを発行してみませんか？＞ 

手続きは誰でもカンタン！発行申請後、最短 2 日でメルマガの創刊が可能です。 

まずは発行者登録から⇒ http://rd2.mag2.com/r?aid=18892&rid=2  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 


